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香川県ＩＣＴ活用工事普及促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 香川県ＩＣＴ活用工事普及促進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

香川県補助金等交付規則（平成15年香川県規則第28号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 本事業は、県内における建設業従事者の高齢化や後継者不足等による深刻な担い手不足へ

の対応や早期の災害復旧に向けた地域防災力の強化等を図るため、県内建設事業者に対しＩＣＴ

機器を導入する際に要する経費の一部を補助することにより、ＩＣＴ技術を活用した業務の効率

化、長時間労働の是正、危険な箇所での作業の機械化等といった建設現場における生産性の向上、

就労環境の改善、従業員の負担軽減、職場定着に向けた取組み等を支援することを目的とする。 

 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者（以下、「補助対象事業者」という。）は、次の各号の

いずれにも該当する者とする。 

（１）建設業法（昭和24年法律第100号）に基づく建設業の許可を有しており、その主たる営業所

の所在地が香川県内であること 

（２）中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者であること 

（３）県税（個人住民税を含む。）等の滞納が無いこと 

（４）過去に規則第２条第１項各号に規定する補助金等の不正受給がないこと 

 

（補助対象経費等） 

第４条 県は、第２条の目的を達成するため、補助対象事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交

付する。 

２ 補助金の交付対象となる経費及びこれに対する補助限度額等は、別表のとおりとする。 

３ 補助金の交付申請は、一年度につき１回のみとする。 

４ 同一の補助対象事業者への補助金の交付は、１回限りとする。 

 

（補助率及び補助限度額） 

第５条 前条の規定による補助対象経費に対する補助率は２分の１以内とし、補助限度額は別表に

定める金額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第６条 補助対象事業者は、知事が別に定める期日までに、補助金交付申請書（様式第１号）、申

請者概要書（様式第２号）、事業計画書（様式第３号）、誓約書（様式第４号）に知事が別に定

める必要書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当たって、補助金に係る消費

税仕入控除税額等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金
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額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た

金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補

助金の交付の申請時において補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかでない場合は、この限り

でない。 

 

（補助金の交付の決定等） 

第７条 知事は、前条に規定する交付申請があったときは、その申請に関する書類を審査し、補助

金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、補助対象事業者に対して、交付決定通知書

（様式第５号）により通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。 

３ 知事は、補助金を交付しないことを決定したときは、不交付決定通知書（様式第６号）により

速やかに補助対象事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第８条 知事は、補助金の交付の決定をする場合において、その目的を達成するため、次に掲げる

事項につき条件を付すものとする。 

（１）補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）について、事業計画等の変更

（ただし、交付額の２０パーセント以内の減額を伴う変更を除く。）をするときは、あらかじ

め知事の承認を受けなければならないこと 

（２）事業計画を廃止する場合においては、知事の承認を受けなければならないこと 

（３）知事の求めに応じて補助金に関する報告を行い、又は知事が指名した職員が行う当該補助金

に関する帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならないこと 

（４）その他規則及びこの要綱の定めに従うこと 

 

（事業計画の変更等） 

第９条 第７条に定める交付決定を受けて補助事業を行う者（以下、「補助事業者」という。）は、

前条第１号の規定に基づき事業計画を変更する場合には、速やかに変更承認申請書（様式第７号）

に当該変更に関する書類を添付して、知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項に規定する変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該変更

を承認するか否かを決定し、変更承認通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものと

する。 

 

（補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更） 

第10条 規則第６条第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外とする。 

（１）補助対象経費について増額または２０パーセントを超える減額をする場合 

（２）補助事業の内容を著しく変更する場合 

 

（事業計画の廃止） 

第11条 補助事業者は、第８条第２号の規定に基づき、事業計画を廃止しようとする場合には、速

やかに廃止承認申請書（様式第９号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項に規定する廃止承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認すべ
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きと認めたときは、廃止承認通知書（様式第10号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、知事が別に指定する日までに、実績報告書

（様式第11号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

（１）事業報告書（様式第12号） 

（２）知事が別に定める書類 

３ 補助事業者は、第６条第２項ただし書きの規定により交付の申請をした場合において、第１項

の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、

これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、第６条第２項ただし書きの規定により交付の申請をした場合において、第１項

の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確

定した場合には、その金額を速やかに別記様式第13号により知事に報告するとともに、当該金額

を知事に返還しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第13条 知事は、規則第１４条の規定による補助金の額を確定したときは、補助事業者に対して、

交付額確定通知書（様式第14号）により通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第14条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、前条に規定する交付

額確定通知の日から起算して１４日を経過した日までに、補助金交付請求書（様式第15号）を知

事に提出しなければならない。ただし、その日が県の休日の時は、その直前の県の休日以外の日

を提出期限日とする。 

 

(普及啓発活動の実施結果等の報告) 

第15条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度に、ＩＣＴ活用の普及啓発活

動を年１回以上実施するとともに、その実施結果を補助事業により導入したＩＣＴ機器の活用状

況と併せて、実施結果報告書（様式第16号）により、知事に提出しなければならない。 

２ 前項の実施結果報告書の提出期限は、知事が別に定めることとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第16条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定

を取り消すことができる。ただし、災害その他やむを得ない事情として知事が認めた場合は、こ

の限りでない。 

（１）偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けた、又は受けようとしたとき 

（２）補助金の交付決定に付した条件に違反したとき 

（３）前条に定める普及啓発活動を実施しなかった、又は実施結果報告書を提出しなかったとき 

（４）この要綱若しくは規則又はこれらに基づく知事の指示若しくは命令に違反したとき 
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（５）その他知事が必要と認めたとき 

２ 知事は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、速やかにその旨及びその理由を補助

事業者に書面により通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第17条 知事は、前条第１項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付

されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 

（加算金） 

第18条 補助事業者は、第１６条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合にお

いて、補助金の返還を命ぜられたときは、その補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した

額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

２ 前項の加算金の額の計算につき同項に規定する年当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む

期間についても、３６５日当たりの割合とする。 

 

（延滞金） 

第19条 補助事業者は、第１７条の規定により補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付し

なかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額につき年１０．９５

パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

２ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の

未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎

となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

３ 前条第２項の規定は、第１項の延滞金について準用する。 

 

（書類の提出） 

第20条 この要綱により知事に提出する書類の部数は１部とする。 

２ 知事に提出する書類の提出先は、香川県土木部土木監理課とする。 

３ 書類の提出の方法は、持参又は郵送（配達の記録が確認できるものに限るものとし、民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事

業者又は同条第９項に規定する特定信書便事業者による信書の送達を含む。）に限るものとする。 

 

（帳簿書類の作成等） 

第21条 補助事業者は、補助金に関する収入及び支出の状況を明らかにした帳簿並びに当該収入及

び支出についての証拠書類を、補助事業の終了の翌年度から起算して５年間これを保存しておか

なければならない。 

 

（財産の管理及び処分） 

第22条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、事業完了後に

おいても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効

率的な運営を図らなければならない。 
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２ 補助事業者は、取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、譲り渡し、他の物件と交換

し、又は債務の担保にしようとする場合は、あらかじめ取得財産等処分承認申請書（様式第17号）

を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項の規定により承認を受けた取得財産等（別に定める耐用年数を経過した取得財産

等を除く。）の処分により収入があったときは、収入の全部又は一部を納付させることがある。 

４ 補助事業者は、取得財産等について、補助事業の完了後も、取得財産等管理台帳（様式第18号）

を備え、その保管状況を明らかにしておかなければならない。 

 

（備品等の耐用年数） 

第23条 補助金により購入した備品等の耐用年数については、「所得税法又は法人税法の減価償却

資産の耐用年数を定める省令」（昭和40年3月大蔵省令第15号）に定めるとおりとする。 

 

（補助金に関する調査への協力） 

第24条 知事は、補助金を交付した補助事業者に対し、補助金に関する調査への協力を依頼するこ

とができる。 

 

（その他） 

第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

 

附  則 

 この要綱は、令和３年６月７日から施行する。 

附  則 

１ この要綱は、令和４年６月６日から施行する。 

２ この要綱による改正後の香川県ＩＣＴ活用工事普及促進事業補助金交付要綱の規定は、令和４

年６月６日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前までの申請に係る補助金については、

なお従前の例による。 
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別表 (第４条関係) 

 

補助対象 

経  費 

経費 

区分 
経費区分の明細 

補助率及び 

補助限度額 

ＩＣＴ機器

導入に要す

る右欄に定

める経費 

設備等 

導入費 

ＩＣＴ活用工事の実施につながり、建設現場に

おける生産性向上に資する機器で、以下に示すも

のの導入に要する経費（機器の購入に要するもの

に限る。） 

 

(1) 既存の建設機械へＩＣＴを搭載（後付け） 

（２Ｄ・３Ｄ） 

・マシンガイダンスシステム  

・マシンコントロールシステム 

 

(2) ３Ｄ測量機器 

・３Ｄレーザースキャナー 

・自動追尾型トータルステーション 

・ＵＡＶ（ドローン） 

・ＧＮＳＳ受信機 

補助対象経費の 

２分の１以内の額 
 
 
ただし、予算の範囲

内で、１００万円を上

限額とする。 
 
なお、この額に千円

未満の端数がある場合

は、これを切り捨てる

ものとする。 

 


